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Ⅰ.市制施行50周年記念事業の概要 
  
  
 くにたちが「町」から「市」になったのは、昭和42年(1967年)のことでした。 
 平成29年1月1日をもって、国立市は市制施行50周年を迎えました。 
 市としての大きな節目である昨年を、国立市が目指すまちづくりの目標に向かって大いに
前進する年とするため、実施方針を以下のように定め、様々な事業を実施しました。 
  
  
１．基本方針 
  
国立市を・・・ 
(1)「学び挑戦し続けるまち」にするために 
   すべての市民が、学びや挑戦を通じて、充実感を持っていきいきと日々を過ごせる      
   年を目指しました。 
(2)「ともに歩み続けるまち」にするために 
   国立市のまちづくりの担い手である一人ひとりの市民が参加し、市民と市とが 
   一体となって、ともに50周年を祝い、盛り上げました。 
(3)「培い育み続けるまち」にするために 
   先人たちが築いてきたまちなみ、伝統、自然、文化を大切にし、人と人とのつながり、   
   絆を育みました。 
  
  
２．実施方針 
 
(1)国立市の50年の歴史を振り返って学び、これからの未来に向けて国立市にとって 
  有意義なものを残す事業を行いました。 
(2)国立市の魅力を再発見し、まちに対する誇りや愛着を育む事業を行いました。 
  また、国立市の魅力を発信し、まちににぎわいや回遊性をつくる事業を行いました。 
(3)華美にならず、市の財政に負担をかけない事業推進を図りました。 
  
  
３．事業実施期間 
  
平成29年1月1日から同年12月31日まで 
ただし、一部事業については平成28年、平成30年に実施しています。 

完了 
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４．冠事業について 
  
 「国立市市制施行50周年記念冠事業取扱要綱」を制定し、全市的に50周
年を祝う機運を高めることを目的とし、国立市市制施行50周年記念に寄与す
ると認められる事業における冠の使用承認を行いました。 
  
対象事業 
(1)市及び教育委員会が実施する事業 
(2)市民及び団体等が実施する事業のうち、市の承認を得たもの 

完了 
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Ⅱ.市・教育委員会の事業一覧と概要 

完了 

No. 個別事業名 担当部 開催期間

1 原動機付自転車のオリジナルナンバープレート発行事業 政策経営部 平成29年1月10日～

2 平和エッセイ賞事業 政策経営部 平成29年4月～11月

3 くにたちベンチプレート事業 生活環境部 平成29年4月～平成30年1月

4

平和の歌事業

4－1：「くにたち平和組曲」作曲事業

4－2：歌で心と体を健やかに

　　　　　～平和の歌をうたおう～ワークショップ～

政策経営部

健康福祉部

4－1：平成29年4月～11月
4－2：第1日目：平成30年1月20日
　　　第2日目：平成30年1月28日

5 健康フォーラム「おなか・けんこうみらい」事業 健康福祉部 平成29年5月13日

6 ウォーキングマップ改訂記念ハイク事業 健康福祉部

第1回目：平成29年5月23日
第2回目：平成29年6月7日
第3回目：平成29年10月4日
第4回目：平成29年11月12日

7 国立市市勢要覧作成事業 政策経営部 平成29年6月～10月

8 国立市プロモーション動画作成事業 政策経営部 平成29年6月～10月

9 市報デジタル化事業 政策経営部 平成29年6月～平成30年3月

10 国立市写真展事業 政策経営部
第1回目：平成29年6月12日～23日
第2回目：平成29年11月3日

11 旧国立駅舎思い出書籍化事業 都市整備部 平成29年7月～平成30年3月

12 緑川東遺跡出土文化財PR事業 教育委員会
平成29年7月7日～12月28日
平成29年10月7日～12月10日

13 国立市PRパネル作成事業 政策経営部
平成29年8月～10月
平成30年3月～

14 国立駅前カンザクラ育苗事業 生活環境部 平成29年10月1日

15 一橋大学学長・京都大学総長による講演会開催事業 教育委員会 平成29年10月22日

16
図書館児童室連続講演会事業

『くにたち』自然が作ったくらし、技術が変えた「まち」のすがた
教育委員会

第1回目：平成29年10月22日
第2回目：平成29年11月23日

17 市制施行50周年記念式典事業 政策経営部 平成29年11月3日

18 しょうがいしゃがあたりまえに暮らせるまち写真展事業 健康福祉部 平成29年11月6日～12月9日
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完了 

事業名称 原動機付自転車のオリジナルナンバープレート発行事業

実施時期 平成29年1月10日(土)～

実施場所 国立市役所課税課市民税係窓口

担当部署 政策経営部課税課

事業概要

事業目的：市内外に国立市の魅力をＰＲし、地域の活性化や観光振興及び国立市への愛

　　　　　　　 着を持ってもらうため、「国立らしさ」を表現するオリジナルナンバープレートを発行した。

事業内容：プレートのデザインを市民から募集し、市民投票を実施して選考した。

実績：　　　発行予定枚数：合計　500枚

　　　　　　　 平成30年2月末実績：合計　309枚

事業費：　 223,080円

実施状況画像

事業No.1

3種類から選べるオリジナルナンバープレート
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事業名称 平和エッセイ賞事業

実施時期 平成29年4月～11月

実施場所 最終選考会：国立市役所市長公室

担当部署 政策経営部市長室

事業概要

事業目的：市制施行50周年を迎える年、ことばと表現を通じて日常の連続のなかにある平和を見つめ

　　　　　　　 直す機会としていただくため「くにたち文学賞」を創設し、「日常とへいわ」をテーマとした詩作

　　　　　　　 品を全国から募集した。

事業内容：応募総数計890の作品の中から最終選考委員による選考を経て決定した入選作品につ

　　　　　　　いては、作品集を作成してホームページにて公開したほか、平成30年3月に市役所ロビーに

　　　　　　　てパネル展を実施した。

実績：　　　募集期間：平成29年8月1日から9月30日まで

　　　　　　　 応募内訳：応募総数計890の作品

　　　　　　　　　　　　　　 ＜一般の部＞754作品

                                ＜小中学生の部＞136作品

                 最終選考委員：内田 麟太郎氏、建畠 晢氏、多和田 葉子氏

　　　　　　　 賞：＜一般の部＞最優秀作品1名、優秀1名、佳作2名

　　　　　　    　　 ＜小学生・中学生の部＞入選10名

事業費：　 1,506,352円

 ※「くにたち文学賞」授賞式を、平成30年6月23日（土）の「くにたち平和の日」式典内で行う

実施状況画像

事業No.2

受賞作品の検討中 最終選考委員の方々と永見市長

市役所ロビーにてパネル展を実施入選作品については、作品集を作成
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事業名称 くにたちベンチプレート事業

実施時期 平成29年4月～平成30年1月中旬

実施場所
大学通り緑地帯(東1-5ほか)および中ふれあい公園(中1-5-111ほか)

※ベンチの設置場所

担当部署 生活環境部環境政策課

事業概要

事業目的：公園設備の充実や、市民や来街者から親しみを感じていただける公園管理を目的

　　　　　　　 とした。

事業内容：一律20万円の寄附をいただき、寄附者の氏名・メッセージの刻まれた記念プレート

　　　　　　　 付ベンチを市内公園に設置した。平成29年度は市制50周年記念事業の一環と

　　　　　　　 して、上記記念プレートとともに、桜のイラストが添えられた特別プレートを加えたベ

　　　　　　　 ンチを設置した。

実績：　　　寄附者数：10名

　　　　　　　 寄附ベンチ数：11基

事業費：　  2,200,000円

実施状況画像

事業No.3

設置したベンチの様子
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完了 

平成29年度くにたちベンチ事業 寄附ベンチ情報(11基)

No. 寄附者名 メッセージ 設置場所

1 KAZUKO SUZUKI
思い出いっぱいの国立にありがとう。

子供達に笑顔の未来を。

2 良介・真依
私達結婚しました。

こちらに座った方もHAPPYになれますように

3
狩野 功・裕子(結婚30周年)

真人・ライナ

憧れの地に住んで20年、

心を癒してくれる大学通りの緑に感謝です

4 黒田ティアラ・アヴァロン いつもありがとう 中ふれあい公園

5 Eiichiro & Mari LIFE IS BEAUTIFUL

6 辻　伸浩 大学通りをこよなく愛した妻徳子への想い出に

7 T.M. 四季の風の中でひとやすみ

8 石川文久・紀子 結婚30周年 ずっと国立で

9 田中 功&セツ子 ありがとう！

10 S.YOSHIE いつまでも緑豊かな国立でありますように

11 S.YOSHIE いつまでも緑豊かな国立でありますように

大学通り緑地帯

大学通り緑地帯

※寄附者名/メッセージについては、作製したベンチに取り付けた記念プレートの情報を記載しています。
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事業名称
平和の歌事業

「くにたち平和組曲」作曲事業

実施時期 平成29年4月～平成29年11月

実施場所
【合唱練習】国立音楽大学付属中学高等学校／くにたち市民芸術小ホール

【式典】くにたち市民芸術小ホール

担当部署 政策経営部市長室

事業概要

事業目的：音楽を通じた平和意識の醸成を目的とし、市平和事業「ふつうの日になったのか原爆の

　　　　　　　日」の過去の入選作品等を歌詞として「くにたち平和組曲」を作曲した。

事業内容：完成した楽曲は、市民等の様々な世代から成る「国立市制施行50周年記念合唱団」を

　　　　　　　結成し、市制施行50周年記念式典にて初演披露した。その後は市内小中学校の

                合唱曲や市の平和事業における活用を通じて、市内外への定着を図り、幅広い世代に

                歌い継がれる楽曲とした。

実績：　　　「くにたち平和組曲『祈る日』」構成・作曲：瑞慶覧 尚子氏

　　　　　　　市制施行50周年記念式典 くにたち平和組曲「祈る日」：指揮：荒木 泰俊氏

                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ピアノ：小宮 康裕氏

                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朗読：新井 晴み氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小佐野 輝雄氏

　　　　　　　市制施行50周年記念合唱団員：合計76名

事業費：　 2,110,538円

実施状況画像

事業No.4-1

集合写真
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事業名称
平和の歌事業

歌で心と体を健やかに～平和の歌をうたおう～ワークショップ

実施時期
第1日目：平成30年1月20日（土）

第2日目：平成30年1月28日（日）

実施場所
第1日目：国立市公民館地下ホール

第2日目：国立市福祉会館3階講座室（発表会：福祉会館1階ロビー）

担当部署 健康福祉部健康増進課

事業概要

事業目的： 「うたで心と体の健康を、集うことで生きがいを」で市民の健康づくりに寄与し、さらに

                 「平和の歌」を歌うことで平和意識の熟成と市民への楽曲の普及を目指した。

事業内容：対象：国立市民30名

　　　　　　　 講師：荒木 泰俊氏（前国立音楽大学付属中学高等学校長）

　　　　        ピアノ：横山 紘子氏

　        　　　内容：１．健康講話（担当保健師）

　　　　           　　　２．準備体操（健康づくり推進員による国立オリジナル体操実施）

　　　　           　　　３．発声練習、歌の解説、歌の練習（楽曲：①花は咲く

　　　　　　             　　　②壁きえた ③平和のたね（「くにたち平和組曲『祈る日』」より））

　　　　           　　　４．発表会（第2日目最後に行った）

実績：　　　参加者：1日目30名（男性3、女性27）

　　　　　　　　　　　　　2日目27名（男性2、女性25）

　　　　　　　 発表会：市長、福祉会館職員、シルバー人材センタースタッフ、

　　　　　　　              福祉会館利用者、参加者友人等15名程度が参加

 

事業費：    63,799円

実施状況画像

事業No.4-2

ワークショップ開催のためのパンフレット
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完了 

事業名称 健康フォーラム「おなか・けんこうみらい」事業

実施時期 平成29年5月13日（土）

実施場所 くにたち市民芸術小ホール

担当部署 健康福祉部健康増進課

事業概要

事業目的：「国立市×ヤクルト健康フォーラム」～知って得する！乳酸菌パワー～をテーマに、

　　　　　　　　平成29年度に市制施行50周年を迎えた国立市と、国立市と包括協定を締結し

　　　　　　　　地域への貢献を目指す株式会社ヤクルトが、共働して健康フォーラムを開催する

　　　　　　　　ことにより、市民の健康づくりへの機運を高め、市民一人一人が健康である未来の

　　　　　　　　イメージを持ってもらうことを目的とした。

事業内容：主催：国立市、（株）ヤクルト本社首都圏支店

　　　　　　　 内容：第1部　基調講演「専門医のがん予防」講師　石川 秀樹氏

　　　　　　　　　　　　第2部　講演「あなたの便を改善します」講師　高田 敏彦氏

　　　　　　　　　　　　第3部　国立音楽大学による金管五重奏

実績：      参加者　122名

事業費：　14,722円

実施状況画像

事業No.5

当日受付の様子 講演の様子①

講演の様子② 金管五重奏の様子
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総参加者人
数の再確認

中 

事業名称 ウォーキングマップ改訂記念ハイク事業

実施時期

第1回目：平成29年5月23日（火）

第2回目：平成29年6月7日（水）

第3回目：平成29年10月4日（水）

第4回目：平成29年11月12日（日）※「農業まつり」と共催

　　　　　　　いずれも9時半集合12～13時頃解散

実施場所

第1回目：マップNo.2「一橋大学と大学通りの魅力再発見」コース

第2回目：マップNo.7「江戸街道からさくら通り」コース

第3回目：マップNo.3「谷保一番地コース～はけの道と水路に沿って」

第4回目：マップNo.5「谷保地区の歴史を訪ねて」コース

担当部署 健康福祉部健康増進課

事業概要

事業目的：自分に合った身体活動・運動を行う人の割合を増やすこと、また50周年を迎える国立市の

　　　　　　　 魅力を再アピールすること、歩く楽しみを提供し健康への意識を高揚すること、運動のほ

                 か、野菜摂取の重要性を啓蒙することを目的として実施した。

事業内容：改訂したウォーキングマップを手に、マップの会のガイドの元マップのコースを歩いた。

　　　　　　　 第4回開催時は国立市の「農業まつり」と共催し、テントのブースにて、ウォーキング参加者

                と農業まつり参加者に対して「栄養講話」を実施した。

実績：　　　対象・定員：国立市民各コース50名

　　　　　　　 ウォーキング参加者：第1回　45名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2回　50名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3回　30名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4回　38名

　　　　　　　　栄養講話：計5回開催　総参加者144名

　　　　　　　　参加者全員に、50周年記念タオルとくにたち野菜を贈呈

事業費：　　436,676円

実施状況画像

事業No.6

参加者集合写真 ウォーキングの様子
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完了 

事業名称 国立市市勢要覧作成事業

実施期間 平成29年6月～10月末（配布開始日：10月27日(金)）

実施場所 市役所内ほか市内施設および市のイベントなどで配布

担当部署 政策経営部市長室

事業概要

事業目的：市制施行50周年を迎えた記念として発行した。

事業内容：市の50年間のあゆみや人口の推移、業、伝統文化、観光スポットなどの情報をまとめた

　　　　　　　市勢要覧(以下「要覧」という)を作成し発行した。あわせて、要覧の点字版、音訳版も

　　　　　　　作成した。発行後は、本庁舎や市内施設に設置して希望者に配布したほか、

　　　　　　　11月3日(金・祝)開催の周年式典来賓者・団体や近隣自治体へ配布した。

事業費：　 388,800円

実施状況画像

事業No.7

ビニール製のダブルポケット付きファイルをセット ⇨
にして、要覧を収納できるようにした。
ファイルを持ち歩きながら市内散策ができるように、
ファイルの表面には市内のイラストマップを
印刷した

⇦矢印要覧は、Ａ4判のシート10枚で構成。
うち、4枚（計8頁）は市の歴史や概要
がわかる「行政編」として、6枚（計12頁）
は市の観光情報がわかる「まちあるき編」
として、2部構成にして編集・発行した
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完了 

事業名称 国立市プロモーション動画作成事業

実施期間 平成29年6月～10月末

実施場所 Youtubeなどの動画投稿サイト

担当部署 政策経営部市長室

事業概要

事業目的：市制施行50周年を祝賀する機運の醸成につなげることを目的とした。

事業内容：これまでの50年間を振り返るとともに、今後の50年間に向けて市が歩むべき未来を示す

　　　　　　　のと同時に、市の魅力を市内外へ広くPRするためのプロモーション動画「青空のバトン

　　　　　　　未来へ」を作成・公開した。

　　　　　　　なお、11月3日の記念式典では、来賓者および関係団体等に配布し、また、近隣自治体

　　　　　　　や視察に見えた自治体等にも無料配布した。

　　　　　　　再生時間：6分40秒

事業費：　1,198,800円（300部作成）

実施状況画像

事業No.8

コンテンツは、以下の全4章で構成 ⇨
1章：「急成長した“くにたちのまち」
2章：「変わらずに受け継がれていくもの」
3章：「市民が主役の国立市」
4章：「市制50年。

そして、これからの50年へ！」

⇦「青空のバトン 未来へ」のＤＶD

とパッケージ表紙
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完了 

事業名称 市報デジタル化事業

実施期間 平成29年6月～30年3月末

実施場所 インターネット上

担当部署 政策経営部市長室

事業概要

事業目的：平成14年4月20日号以降に発行された「市報くにたち」のデジタルブック版を作成し、

　　　　　　　市ホームページを経由して閲覧できるよう、インターネット上に公開した。

事業内容：デジタルブック独自の機能として、掲載している市報すべてを横断的に任意の文字列で

　　　　　　　全文検索することができるシステムを搭載しており、どの号にどのような記事が掲載されている

　　　　　　　のかを簡単に調べることができる。現在、市ホームページには、平成25年度以降に発行

　　　　　　　した市報のみを掲載しているため、アーカイブとしての役割も担っている。

　　　　　　　また、電子データが存在せず、紙媒体でのみ保有している平成14年4月5日号以前の

　　　　　　　市報については、今後、デジタルブック版を作成していくため、スキャニングによりＰＤＦ

　　　　　　　データの作成を行った。

事業費：　1,347,864円

実施状況画像

事業No.9

デジタルブック本棚ページ

デジタルブック閲覧ページ
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完了 

事業名称 国立市写真展事業

実施期間
第１回目：平成29年6月12日(月)～23日(金)

第２回目：平成29年11月3日 (金・祝)

実施場所
第１回目：市役所１階市民ロビー

第２回目：市民芸術小ホール　エントランス

担当部署 政策経営部市長室

事業概要

事業目的：「50年の時をかける！　くにたち写真展」をテーマに、市の50年間のあゆみや歴史を、古く

　　　　　　　からの定住者や若い世代、転入者など多くの方に広く知ってもらうために、広報・広聴係等

　　　　　　　が撮りためた市制施行から現在までの市の主要な出来事や行事の画像を選び、写真展を

　　　　　　　開催した。

事業内容：第１回目：「くにたち平和の日」（6月21日）にかかり、当日は平和ミニコンサートも

　　　　　　　　　　　　　　行われるため会場のディスプレイにもなるように開催時期を設定した。

　　　　　　　 第２回目：11月3日に市制施行50周年記念式典を開催し、来賓の方々に市の50年

　　　　　　　　　　　　　　 間のあゆみを広く知ってもらう機会にもなるため、典の会場となった市民芸術

                                小ホールにて同時開催した。

事業費：   56,721円

実施状況画像

事業No.10

第１回目の期間に開催した写真展の様子。右は「くにたち平和の日」のコンサート

市制施行50周年記念式典の同会場で開催した写真展。来賓者も多く観賞
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完了 

事業名称 旧国立駅舎思い出書籍化事業

実施時期 平成29年7月～平成30年3月

実施場所 市役所内ほか市内施設などで配布

担当部署 都市整備部国立駅周辺整備課

事業概要

事業目的：旧国立駅舎に関する思い出（イラスト及び作文）を集め、冊子として印刷し、

                今後に残すことを目的とした。

事業内容：イラスト及び作文募集期間　平成29年7月～平成29年10月

　　　　　　　 冊子完成　平成30年1月

実績：　　　掲載人数：延べ73名

　　　　　　　 冊数：初版分　1,000冊

　　　　　　　　　　　  増刷分　1,500冊

事業費：　　593,028円

実施状況画像

事業No.11

冊子の表紙
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完了 

事業名称 緑川東遺跡出土文化財PR事業

実施時期
平成29年7月7日(金)～12月28日(木)（展示ケース・体験用レプリカ製作委託期間）

平成29年10月7日(土)～12月10日(日)（国指定重要文化財　緑川東遺跡出土石棒展開催期間）

実施場所 くにたち郷土文化館

担当部署 教育委員会生涯学習課

事業概要

事業目的：重要文化財となった緑川東遺跡から出土した大形石棒を安全な状態で展示するための展示

　　　　　　　 ケースの製作と、その魅力を伝えるための体験用レプリカを作成することを目的とした。

事業内容：体験用レプリカは、石棒の重さを体験してもらうものや、石棒の材質・触感を体験してもらうもの

　　　　　　　 を製作した。

　　　　　　　 また、平成29年10月7日～12月10日の間、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

                 主催の企画展「国指定重要文化財　緑川東遺跡出土石棒展」が開催された。

事業費:   　11,237,400円

実施状況画像

事業No.12

石棒展示の様子
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完了 

事業名称 国立市PRパネル作成事業

実施期間
平成29年8月～10月(PRパネル作成）

平成30年3月～(記念撮影用シート作成)

実施場所
予算記者会見会場ほかイベント会場　(PRパネル作成）

市役所１階　市民ロビー(記念撮影用シート作成)

担当部署 政策経営部市長室

事業概要

事業目的：市制施行50周年を契機に、市の広報活動におけるPR効果をより一層高めるため、記者

　　　　　　　 会見などの広報活動の場で使用するＰＲパネルを作成した。

事業内容：市制施行50周年を契機に、市民の市への愛顧心向上につなげるため、市民をはじめとす

　　　　　　　る来庁者が、婚姻届や出生届、転入届などの提出に来庁された際に、記念写真を撮る場

　　　　　　　面で使用するデザインシートを作成した。

　　　　　　　PRパネル、記念撮影用シートとも、

　　　　　　　(縦)2,500ｍｍ×(横)3,000ｍｍ×(奥行)1,000ｍｍで作成した

　　　　　　　※軽量な金属の骨組みを組み立て、シートを貼付する形式。

事業費：  195,858円

実施状況画像

事業No.13

記念撮影用シート（上）右は婚姻届の記念に、左は友人や仲間同士での撮影の様子

PRパネル(上）右は平成30年度予算案記者会見、左は記念切手授与式での使用の様子
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完了 

事業名称 国立駅前カンザクラ育苗事業

実施時期 平成29年10月1日(日)

実施場所 谷保第一公園(富士見台1-9)

担当部署 生活環境部環境政策課

事業概要

事業目的：国立市ゆかりの桜を次世代に遺す取組みとして、JR谷保駅前のカンザクラから芽を摘み、

　　　　　　　市制施行50周年に合わせ50本用意した桜の台木に接ぐ環境イベント、第8回 桜の接木

　　　　　　　体験会を実施した。

事業内容：接いだ桜は参加者が自宅で里親として育て、ゆくゆくは市内公園をはじめとした公共用地に

　　　　　　　寄贈していただくことを想定した。

　　　　　　　なお当日の作業前には、以前の接木体験会で接がれ、市民が自宅で育てたカンザクラを

                公園内に記念植樹するセレモニーを実施した。

実績：      参加者数　49名

事業費：   41,040円(台木×50本の購入費)

実施状況画像

事業No.14

カンザクラの芽を台木に接ぐ様子
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完了 

事業名称 一橋大学長・京都大学総長による講演会開催事業

実施時期 平成29年10月22日（日）

実施場所 くにたち市民芸術小ホール（ホール）

担当部署 教育委員会公民館

事業概要

事業目的：希望の社会をつくる“知”と“学び”～国立市出身の一橋大学長・京都大学総長から次代

　　　　　　　 へのメッセージ～をテーマに、国立市出身の一橋大学長・蓼沼宏一（たでぬま

                 こういち）氏と京都大学総長・山極壽一（やまぎわ　じゅいち）氏による講演と対談

                を行った。

事業内容：二人の専門分野である経済学と人類学や、子どもの頃の思い出話や昔の国立市の

　　　　　　　街並み等を話を頂いた。最後に学生や市民との質疑応答の時間も設けた。

実績：      申込：389名（一般枠：市内326名、市外27名　青年枠：36名）

                当日参加者：324名

                ※当日は台風接近による大雨のため参加者が少なくなったと思われる。

事業費：   253,628円

実施状況画像

事業No.15

講演と対談の様子
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完了 

事業名称
図書館児童室連続講演会事業

『くにたち』自然が作ったくらし、技術が変えた「まち」のすがた

実施時期
第1回目：平成29年10月22日(日)

第2回目：平成29年11月23日(木・祝)

実施場所 くにたち郷土文化館

担当部署 教育委員会くにたち中央図書館

事業概要

事業目的：市制施行５０年を契機として、悠久の時間の流れと急激な変化を体感してもらう

　　　　　　　 ことを目的とした。

事業内容：第1回目：ハケと泉と人々の暮らし

                               講師:東京農工大学特任教授 元くにたち郷土文化館学芸員　齊藤 有里加氏

　　　　　　　　　　　　　　子どもたちに今の地形が形作られるまでの時間の長さと、「ハケ」と言われる

　　　　　　　　　　　　　　地形の特徴から生み出される泉、その泉の周辺での古代の人々の暮らしに

　　　　　　　　　　　　　　スポットを当てた。

　　　　　　　 第2回目：新しい町ができる　国立大学町開発と富士見台団地

                                講師:くにたち郷土文化館　学芸員　中村 良和氏

        　　　　　　　　　　 自然に依るところの大きかった人々の生活が、機械技術の出現により大きく

　　　　　　　　　　　　　　変化する様子を追った。鉄道の敷設、大学町開発・富士見台団地建設に

　　　　　　　　　　　　　　よる街並みの変化。人口増加の要因や建物の増加の様子を地形図や

　　　　　　　　　　　　　　航空写真など、ビジュアルに体感できるものとした。

実績：　  　 参加者総数　25名

事業費：    25,000円

実施状況画像

事業No.16

第2回公演会の様子
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事業名称 市制施行50周年記念式典事業

実施時期 平成29年11月3日(金・祝)

実施場所 くにたち市民芸術小ホール

担当部署 政策経営部市長室

事業概要

事業目的：市制50周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまでの文教都市としての市の歩みを

　　　　　　　振り返るとともに、これからの50年をより文化的に成熟した持続可能なまちとして飛躍、発

　　　　　　　展する契機とすることを目的とした。

事業内容：都知事、国会議員、都議会議員、25市の市長、議長、市内外の関係者、

　　　　　　　自治会長などをお招きし、記念式典を実施した。

　　　　　　　式典スケジュール：谷保天満宮古式獅子舞披露

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．市長式辞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．議長挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．来賓祝辞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．くにたち平和組曲「祈る日」合唱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．北秋田市との共同宣言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．記念映像の上映

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．国立市の歌斉唱、㈱セキドとの共同制作の動画上映

実績：      参加人数：招待者数292名、総来場者数約510名

事業費：　 3,139,196円

実施状況画像

事業No.17

谷保天満宮古式獅子舞披露の様子

くにたち平和組曲「祈る日」合唱の様子 北秋田市との共同宣言の様子
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事業名称 しょうがいしゃがあたりまえに暮らせるまち写真展事業

実施時期 平成29年11月6日（月）～12月9日（土）

実施場所 国立市役所ロビー・国立市郷土文化館・国立市北市民プラザ・国立市公民館・くにたち福祉会館

担当部署 健康福祉部しょうがいしゃ支援課

事業概要

事業目的：『しょうがいしゃがあたりまえに暮らせるまち写真展～これまでの50年、そしてこれから

　　　　　　　だれもがあたりまえに暮らすまちへ～』をテーマに、しょうがい当事者を中心とした実行

　　　　　　　委員会を立ち上げ、国立市におけるしょうがいしゃの歴史を、行政・事業所・当事者

　　　　　　　などから様々な写真提供を受け、「はたらく」や「たたかう」などのテーマごとにパネルを

　　　　　　　作成し、パネル展を開催した。

事業内容：当日はしょうがいのある方・ない方、分け隔てなく、非常に多くの方が来場していただ

　　　　　　　 き、「50年後のくにたちへ」のパネルには、お越し頂いた方にサクラの花びらをかたどっ

　　　　　　　 たカードにメッセージを記入頂き、掲示した。

実績：      来場者合計　約1,100人

事業費：    0円

実施状況画像

事業No.18

写真展の様子

展示したメッセージカード
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Ⅲ.市民・団体による事業一覧 

完了 

No. 事業名 実施団体 実施日

1
国立市制施行50周年企画展「高度経済成長

とくにたち」
(公財)くにたち文化・スポーツ振興財団 平成28年10月29日～12月4日

2
国立市制施行50周年記念特別アマチュア無

線運用
国立アマチュア無線クラブ 平成28年12月1日～平成29年11月30日

3 スポーツ教育講演会
国立市体育協会

(公財)くにたち文化・スポーツ振興財団
平成29年3月5日

4
写真集『くにたち　あの日、あの頃-写真に見る

少し昔のくにたち-』刊行頒布
(公財)くにたち文化・スポーツ振興財団 平成29年3月31日

5 第27回ファミリーフェスティバル 国立市体育協会 平成29年5月5日

6 第42回くにたち音楽祭
くにたち音楽祭実行委員会

(公財)くにたち文化・スポーツ振興財団
平成29年6月11日

7 小学生ボルダリング体験会 (公財)くにたち文化・スポーツ振興財団 平成29年8月22日

8
市制施行50周年記念切手シートの製作・販

売
日本郵便株式会社

平成29年9月1日～

平成29年12月31日

9
渡邊順生／フォルテピアノ・リサイタル

～2016年度レコード・アカデミー賞受賞記念～
ボランティアチーム・如水コンサート企画

第1回：平成29年10月1日

第2回：平成29年12月3日

10 第27回くにたちウォーキング
国立市体育協会

(公財)くにたち文化・スポーツ振興財団
平成29年10月9日

11
一橋大学佐野書院/ベートーヴェン室内シリー

ズ第9回『関西弦楽四重奏団　演奏会』
ボランティアチーム・如水コンサート企画 平成29年10月22日

12 Tambuco タンブッコ　パーカッションアンサンブル (公財)くにたち文化・スポーツ振興財団 平成29年11月11日

13
多和田葉子　複数の私　vol.02　高瀬アキを

迎えて：朗読パフォーマンスの軌跡
(公財)くにたち文化・スポーツ振興財団 平成29年11月12日

14 石の彫刻家　関敏　くにたち市内作品マップ (公財)くにたち文化・スポーツ振興財団 平成29年12月発行

15 清化園跡地事業6周年イベント フレスポ国立南 平成29年12月2～3日

16
はるなが国立市市制施行50周年記念にやって

きた
ライフステーションワンステップかたつむり 平成29年12月17日

17
大駱駝艦　田村一行　舞踏公演「存在と時

間」及びワークショップ
(公財)くにたち文化・スポーツ振興財団

ワークショップ：平成29年12月21日

公演：平成29年12月24日

18 Play Me, I’m Yours Kunitachi 2018 (公財)くにたち文化・スポーツ振興財団 平成30年3月16日～3月31日
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Ⅳ. 資料 
 
１．国立市制施行50周年記念式典次第 

完了 

国立市市制施行 50 周年記念式典 

次 第 

 

■谷保天満宮古式獅子舞         

 ■開式の辞               

 ■市長式辞               

 ■市議会議長挨拶            

 ■来賓祝辞               

 ■来賓紹介               

 ■くにたち平和組曲「祈る日」合唱    

 ■友好交流都市の紹介          

 ■市制施行 50 周年記念映像上映      

 ■市歌斉唱                 

 ■閉式の辞               
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国立市市制施行５０周年記念事業庁内検討会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 国立市市制施行５０周年記念事業の実施事項について検討を行うた

め、国立市市制施行５０周年記念事業庁内検討会（以下「検討会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告

する。 

(１) 国立市市制施行５０周年記念事業の実施方針及び実施内容に関する

こと。 

(２) 前号に掲げるもののほか、国立市市制施行５０周年記念事業に関す

ること。 

（組織） 

第３条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、政策経営課長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員の中から会長の指名する者をもって充てる。 

４ 委員は、各部の庶務担当課長の職にある者をもって充てる。 

５ 市長は、前項に規定する者のほか、必要と認める者を委員に指名するこ

とができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 検討会は、会長が招集し、会議を主宰する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討会に出席させ、

その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第６条 検討会に、必要に応じ部会を設置することができる。 

２ 部会は、検討会から付議された事項について調査研究し、その結果を検

討会に報告する。 

２．国立市市制施行50周年記念事業庁内検討会設置要網 

完了 
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３．国立市市制施行50周年記念冠事業承認事務取扱要網 

国立市市制施行５０周年記念冠事業承認事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国立市（以下「市」という。）が平成２９年１月１日に市制施行

５０周年を迎えるに当たり、全市的に５０周年を祝う機運を高めることを目的とし、

国立市市制施行５０周年記念に寄与すると認められる事業における冠の使用承認事

務について、必要な事項を定めるものとする。 

 （冠の名称） 

第２条 この要綱に定めるところにより事業名に冠することのできる名称は、「国立市

市制施行５０周年記念」とする。 

（承認の基準） 

第３条 市長が国立市市制施行５０周年記念の冠（以下単に「冠」という。）の使用を

承認する事業は、この要綱の施行の日から平成２９年１２月３１日までの間に国立市

市制施行５０周年を記念して行われる事業のうち、次に掲げる事項に該当するものと

する。 

（１）事業の主催者が、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 市又は市教育委員会 

イ 官公庁又はこれに準ずる団体 

ウ 公益法人又はこれに準ずる団体 

エ 学校又は学校の連合体 

オ 民間非営利団体又はこれに準ずる団体 

カ 市長が特に必要と認める団体 

（２）事業の内容が、次の全てに該当するものであること。 

ア 国立市市制施行５０周年記念に寄与すると認められること。 

イ 売名行為又は営利を目的としていないこと。 

ウ 特定の宗教のための宗教的活動ではないこと。 

エ 特定の政党を支持し、又はこれに反対する活動ではないこと。 

オ 公の秩序及び善良な風俗を乱すものではないこと。 

カ 社会的非難を受けるおそれがないこと。 

キ 公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられている場所で

開催し、又は開設されること。 

（承認の期間） 

第４条 市長が冠の使用を承認する期間は、冠の使用を承認した日から事業が終了する

日までとする。 

（承認の申請） 

完了 



29 

第５条 冠を使用しようとする者は、国立市市制施行５０周年記念冠使用承認申請書

（第１号様式）に、次に掲げる資料を添えて市長に提出して申請しなければならない。

ただし、市又は市教育委員会が実施する事業については、この限りでない。 

（１） 事業の目的、内容、入場料等の徴収の有無、予算等が記載された事業計画書

等 

（２） 団体の規約又は定款その他これらに類するもの 

（３） 過去に同内容の事業を実施している場合は、その実績等が確認できる資料 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料 

（承認の決定等）  

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請を受け付けた日から１４

日以内に第３条に規定する承認の基準により承認の可否を決定し、国立市市制施行５

０周年記念冠使用承認（不承認）通知書（第２号様式）により、当該申請をした者に

通知するものとする。 

（実施の条件） 

第７条 市長は、前条の規定による冠使用の承認（以下「使用承認」という。）に際し、

必要な条件を付すことができる。 

（計画変更又は中止の届出） 

第８条 使用承認を受けた者は、当該使用承認に係る事業の内容等に変更が生じたとき

又は事業を中止することとなったときは、国立市市制施行５０周年記念冠使用（変

更・中止）届出書（第３号様式）により、速やかに市長に届け出るものとする。 

（承認の取消し） 

第９条 市長は、使用承認をした事業（前条の規定による変更の届出を行った事業を含

む。）が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用承認を取り消す

ものとする。 

（１） 虚偽の申請により承認を受けたとき。 

（２） 法令に違反したとき。 

（３） 第３条に規定する承認の基準に反したとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、国立市市制施行５０周年記念冠使

用承認取消通知書（第４号様式）により、当該取消しを受けた者に速やかに通知する

ものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをしたときは、当該取消しを受けた者に対し、

冠使用の差し止め又は冠を使用したチラシ等の回収若しくは破棄を命ずることがで

きる。 

４ 第１項の規定による取消しにより当該取消しを受けた者が受けた損害については、

市は、賠償の責めを負わないものとする。 

（実績報告） 

完了 
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第１０条 使用承認を受けた者は、当該使用承認に係る事業を完了したときは、事業完

了後３０日以内に、国立市市制施行５０周年記念冠使用事業実績報告書（第５号様式）

に、次に掲げる資料を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 事業の成果、当日の様子、決算等が記載された事業報告書等 

（２） チラシ、パンフレット、ホームページのコピー等、事業に際し冠を使用した

ことが確認できる資料 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料 

（決裁等） 

第１１条 第６条の規定による承認の可否の決定に当たっては、政策経営部長及び政策

経営課長その他関係部課長の合議を経て、市長の決裁を受けるものとする。ただし、

過去に市又は市教育委員会より後援、協賛その他これらに類するものに関する名義使

用の承認実績のある事業に係る使用承認については、政策経営課長の合議を経て、部

長専決によるものとする。 

 

付 則 

 

１ この訓令は、平成２８年１０月２４日から施行する。 

２ この訓令は、平成３０年１月３１日限り、その効力を失う。 
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